
  

 
行政経営指針行動計画の改定について 

 
１ 改定の目的 

本市では，平成１５年２月に策定した「行政経営指針」に基

改革」を効果的・効率的に進めるため，具体的な取組を内容と

動計画」を定めている。行動計画については，毎年見直しを行

経済環境や市民ニーズの変化，市町合併などに的確に対応する

の。 

 
２ これまでの経過 
平成１８年１１月 ・行政改革推進懇談会（外部組織）開催 

「これまでの取組状況」と「見直し方

１２月 ・行政経営検討委員会（委員長：市長）に

針」を決定 
  平成１９年 ２月 ・行政改革推進懇談会開催 

「改定（案）」について 
           ・行政経営検討委員会において，「行動計画

 
３ 改定した行動計画の概要 
（１）計画期間 

   平成１９～２１年度の３年間 

   （改定前は，平成１７年度～２１年度の５年間） 

 

（２）取組件数 

   ７３項目１０６取組 

 
改定前        ７２項目

新規計上       ２３項目

１７年度完了      ９項目

１８年度完了（予定） １０項目

取下げ         ２項目
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 （３）今回の改定のポイント 
    ア 「市民との協働の推進」に係る取組の再整理 

「市民協働推進計画」（平成１８年９月）と「地区行政推進計画」（平成

１８年５月）が策定されたことから，両計画に計上された取組のうち，「行

政経営指針行動計画」に計上することが相応しいもの 

    （例）・協働評価制度の創設 

・まちづくりに関する活動情報の集約と提供 

・地域ビジョンの策定支援  など 

 

イ 合併への対応 

・ ２町の行政改革の推進に関する行動計画に計上されている取組のうち，

「行政経営指針行動計画」に計上することが相応しいもの 

・ 合併による効果をより早期に創出するため，サービス水準の維持・向

上，効果的・効率的な行政運営の推進に資する取組 

（例）・地域自治制度の創設・推進 

・合併町施設の開庁時間等の見直し  など 

 

    ウ その他 

     ・全庁的な外部委託の推進に関するもの 

      （例）・ごみ処理業務（南清掃センター）の外部委託の実施 

・オリオン市民広場への指定管理者制度の導入  など 

     ・収納率の向上に関するもの 

      （例）・税の収納率の向上 

・介護保険料の収納率の向上  など 

 

【５つの行政経営像】     【２つの方向性】    【６つの改革】  
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能力と意識を高める「人」の改革  

時代の変化に挑戦し続ける「組織」の改革  

「信頼関係の構築」に向けた改革  

「地域自治の確立に向けた」改革  

常に最適なサービスを展開する「仕組み」の改革

「市民の力の発揮」に向けた改革  
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